
狛江市民総合体育館改修工事に伴う休館期間について

１ 対象施設

・狛江市民総合体育館

・狛江市民プール

２ 休館期間（予定）

・令和７年８月１日から令和８年９月 30 日まで

①改修工事準備期間 令和７年８月１日から８月 31 日まで

②改修工事期間・検査 令和７年９月１日から令和８年８月 31 日まで※

③開館準備期間 令和８年９月１日から９月 30 日まで※

※契約及び工事の状況によっては、時期が変更となる場合があります。

３ 休館期間中のスポーツ施設受付窓口（指定管理者事務室）

・狛江市立狛江第二中学校 武道場棟１階特別活動室
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